
○ 重大な事故に直結する違反をした場合
○ 違反により交通の危険を生じさせた場合
○ 警察官の警告に従わなかった場合
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例・スピードを出して歩道を通行

・16歳未満の者による違反
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刑事手続

青切符

重大な交通違反や交通
事故を起こしている場合

16歳以上の者による反
則行為に該当する場合

重大な交通違反･･･酒酔い運転
酒気帯び運転 など

みやけい交通安全ニュース
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毎 月 １ ０ 日 は 「 県 民 交 通 安 全 の 日 」
地域の交通事故情勢に応じた活動を行う日です。地域や職場、学校、家庭等で交通安全活動に取り組みましょう。

自転車の交通反則通告制度について
令和８年４月１日から、16歳以上の者による自転車の一定の交通違反（反則

行為）に交通反則通告制度（いわゆる青切符）が適用されます。

青切符の対象となる交通違反と反則金（例）

信号無視（赤色等）
宮崎県警察HP
二次元コード

自転車の交通反則
通告制度や詳細な
交通ルールについて
は、下記の二次元
コードから確認でき
ますので、こちらも
確認をお願いします。

自転車の交通違反の指導取締りの流れ

【↓交通反則通告制度↓】

指定場所一時不停止等
携帯電話使用等
～ながら運転～

12,000円

並進禁止違反

3,000円

通行区分違反
～車道の右側通行～

6,000円

軽車両乗車積載制限違反
～二人乗り等～

3,000円

一
時
不
停
止

赤
！

6,000円

5,000円

「青切符」による
取締りを受ける例

※違反をして青切符が交付された場合、反則金を納付すると刑事手続に移行せず、起訴はされません。

～悪質・危険な違反行為～


